
兵庫県立森林大学校広報コンテンツ制作等業務委託

企画提案コンペ実施要領

（趣旨）

第１条 森林大学校は、森林・林業の専門知識や技術を学べる関西唯一の専修学

校である。

本校は、森林・林業分野からの期待が高い反面、少子化や高校生に対する旺

盛な他産業からの求人、同分野への転職や農山村への移住に興味がある大学

生・社会人からの認知が低いこと等のため、学生確保に課題を抱えてきた。

そこで、令和７年度は、公式 SNS における投稿の質向上や、県ホームペー

ジ内に新しい森林大学校ホームページを構築したほか、イメージ動画の配信や

タブロイド紙の配架等を行い、広報強化に取り組んだ。

今後は、この広報強化の試みを継続させ、公式 SNS の投稿の質を上げるな

ど、広報コンテンツを一層充実させることで、令和９年度４月入学生等の確保

を図る。

本要領では、この一環として「兵庫県立森林大学校広報コンテンツ制作等業

務」（以下「業務」という。）を委託するための企画提案コンペ（以下「コンペ」

という。）の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。

（１）応募者 コンペに応募した者をいう。

（２）当選者 応募者の中から業務の委託予定者に決定した者をいう。

（募集要項の作成）

第３条 森林大学校は、コンペを実施しようとするときは、次に掲げる事項を記

載した募集要領を作成するものとする。

（１）コンペの実施の趣旨に関すること。

（２）コンペに応募することができる者の資格に関すること。

（３）コンペへの応募の手続に関すること。

（４）募集要項の内容についての質疑の手続に関すること。

（５）応募に係る図書（以下「応募図書」という。）の種類及び著作権の帰属、

提出した応募図書の取扱方法等に関すること。

（６）応募に要する費用に関すること。



（７）当選者の選定の方法及び発表に関すること。

（８）前各号に掲げるもののほか、コンペの実施に必要な事項

（募集期間）

第４条 森林大学校は募集期間として、コンペの募集を開始した日から起算して

14 日以上の期間を設けるものとする。

（説明会の開催）

第５条 森林大学校は、必要があるときは、コンペの募集を開始した後、説明会

を開催することができる。

（質疑の通知）

第６条 森林大学校は第３条第４号の質疑の内容がコンペに応募しようとする

者に周知しなければならないものであると認めるときは、当該者全員にその

内容を通知するものとする。

（応募図書）

第７条 コンペに応募しようとする者は、森林大学校が別に定める期限までに応

募図書を提出しなければならない。

２ 応募図書の著作権は、応募者に帰属するものとする。

３ 応募図書は非公開とする。ただし、森林大学校は、応募図書の内容について

公表の必要があると認める場合は、応募者の了解を得て、その全部又は一部を

公表することができる。

４ 森林大学校は、提出された応募図書を応募者に返却しないものとする。

（審査委員会の設置）

第８条 森林大学校は応募者のうちから業務を委託する相手方を選定するため、

審査委員会を設置する。

２ 審査委員会の組織及び運営について必要な事項は、別に定める。

（当選者の決定）

第９条 森林大学校は、審査委員会の審査の結果に基づき、当選者を決定するも

のとする。

（当選者の通知）



第 10 条 森林大学校は、前条の規定による決定をしたときは、応募者全員に当

選の可否を文書で通知するものとする。

（事務の所掌）

第 11 条 この要領の実施に関する事務は、森林大学校が所掌するものとする。

（補則）

第 12 条 この要領に定めるもののほか、コンペの実施に関して必要な事項は、

森林大学校長が別に定める。

附 則

この要領は、令和８年５月１２日から施行する。


